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お配りしている申込書は、年金受給開始年齢を定年年齢※に対応させたモデルプランを
表示しています。共済掛金の額を変更し、長期間積み立てることで、年金額をより多く
受け取ることもできます。変更を希望する方は、希望のプランに○を付けて提出
してください。

■ 重点積立期間中の方の変更例

■ 調整積立期間中の方の変更例

今回の募集が、変更の最後のチャンスとなる方もいらっしゃいますので、必ずご確認ください。
50代で申込書が配付されている方へ
　　

「モデルプラン」への見直しをご検討ください。　　

※欄に記載した事項は、勤務
先の長により事実に相違ない
ことを確認しました。
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財形年金共済契約変更申込書
（兼財産形成非課税年金貯蓄限度額変更・異動・勤務先異動申告書）

年 月 日記入日 令
和

警察職員生活協同組合理事長 殿
1　私は、組合の財形年金共済事業規約に基づく財形年金共済契約の変更を下記のとおり申し込みます。
2　私は、下記金額の財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第4条の3第1項の規定の適用を受けたいので、この旨申し込みます。
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年 月 日

契約変更年月日

申込区分

現契約

掛金変更 年金受給期間 非課税関係（最高限度額等）21 3

年
金
受
給
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間

千円
非課税
申告額

Ａ．重点積立を希望される方（より多くの年金原資額を積み立てたい人におすすめ）

Ｂ．均等積立を希望される方

モデル１

モデル２

モデル３

モデル４

自由欄１

モデル５

モデル６

自由欄２

重点・均等積立期間

死亡給付金等
の受取人

年　　　月末の共済掛金累計額
年　 　   月末の共済掛金積立額

調整積立期間 据置
期間

年金支払
開始年齢

共済掛金累計予定額
（年金原資見込額）

（　 ）

確定
6年

確定
10年

第１回年金額
確定
15年

終身
年金積立期間 毎月掛金 増額掛金 積立期間 調整掛金
千円千円千円千円千円歳年千円年千円千円年

重点積立期間 調整積立期間 据置
期間

年金支払
開始年齢

共済掛金累計予定額
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千円千円千円千円千円歳年千円年千円千円年

（　 ）
千円千円千円千円千円歳年千円年千円千円年

（　 ）
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「＊」が表示された年金種類は、現在選択している年金
種類となります。
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事務局受付印支部受付印

(R05. 10）

財産形成非課税年金貯蓄限度額変更・異動・勤務先異動申告書

税務署長殿

種別 生命共済の共済掛金

令和　 年　 月　 日
ふりがな

氏 名

住 所

次のとおり申告します。

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 異動の
生じた日

最高限度額
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所在地
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千代田区三番町6番8
警察職員生活協同組合 法人番号

受入機関の
受理日付印

年 月 日

円

円最高限度額
※ 既に非課税扱いの申告をしている

百万 千 百万 千
円

〈注意〉「年金原資見込額」「第１回
年金額」は、現在の予定利率、
予定死亡率等を基に計算した見
込額で今後変動することがあ
り、支払開始時の年金額をお約
束するものではありません。

千円

モデルプランは、原則、
モデル1から年金原資額が
多い順に表示しています。

自動的には変更されないので、年金受給開始年齢を変更したいとき
は、同封の「財形年金共済契約変更申込書」を提出してください。

現在、調整積立期間で毎月3,000円を積み立てている方は、再度重点積立に変更
して毎月掛金の額を増やし、その後調整積立期間で1,000円にすれば利息を多く
取り込み、年金原資を増やすこともできますよ。詳細は、次頁をご確認ください。

令和5年7月の制度変更で、定年に合わせた年齢から年金の受取りを開始で
きるようになったんだね。昨年、変更申込書を出すのを忘れてしまったよ…

もう調整積立期間に入っているけど、変更した方がいいのかなぁ？

※　「定年年齢」とは、法律で定める公務員の定年退職の年齢をいいます。

注　上記の年金原資見込額は確定したものではなく、組合で適用する計算の基礎（予定利率等）により計算します。
　　予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、
　　将来変更することがあります。

毎月掛金　 円
増額掛金　 円

調整掛金　3,000円

掛金累計額 383万円

511万円
60歳時の年金原資見込額

23歳 28歳 33歳 55歳

毎月掛金　
16,000円

毎月掛金　増額 20,000円

増額掛金　
56,000円

増額掛金　

に変更
80,000円

23歳 28歳

28歳
変更時年齢

33歳 60歳

調整掛金　1,000円

増額

減額

減額調整掛金　
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40歳
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調整掛金　1,000円

毎月掛金　16,000円
増額掛金　56,000円

毎月掛金　16,000円
増額掛金　56,000円

調整掛金　3,000円

掛金累計額 383万円

511万円
60歳時の年金原資見込額

掛金累計額
385万円

544万円
65歳時の年金原資見込額

23歳 40歳33歳 55歳

UP

掛金累計額
384万円

549万円549万円
65歳時の年金原資見込額

UP

毎月掛金　
16,000円
増額掛金　

再度、重点
積立に変更

69,000円

16,000
56,000

現在

現在

年金受給開始年齢を引き延ばさずに60歳から受け取り、60歳以降の給与の減額分に
財形年金を充てることもできます。個人の生活設計に合わせて設定してください。

モデルプランに
見直ししようか ！

契約中の方へ
公務員の定年延長が始まり、財形年金共済も年金受給開始年齢を
選べるなどの変更を行いましたので、まだ契約の見直しをされて
いない方は、今回、是非ご検討ください。
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●まだ契約していない方へ
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調整掛金を1,000円に減額した上で、共済掛金払込期間を60歳まで延ばし、
65歳から年金を受給することで、年金原資をより増やすことができます。

年金原資額を増やすコツ


